
医薬品副作用被害救済制度に該当する可能性があると主治医が判断したか

令和８年４月１日以降の新規申請について
（スティーヴンス・ジョンソン症候群・中毒性表皮壊死症）

医薬品副作用被害救済制度として

ＰＭＤＡに請求、審査

医薬品副作用被害救済制度による

医療費支給の対象

支給決定

はい

医薬品副作用被害救済制度の
不支給決定通知書を添えて申請（※）

いいえ

指定難病の医療費助成制度として

自治体に申請

臨床調査個人票等をもとに、
自治体審査会で審査

認定 不認定

不支給決定

指定難病の医療費助成の申請要件

（重症度分類等）に該当しうる

指定難病の医療費助成の対象
指定難病の医療費助成

の対象外

（※）医薬品副作用被害救済制度の請求結果が判明する前に指定難病の医療費助成を申請することを妨げるものではない。
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